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豊見城市通学路安全プログラム

１ プログラムの目的

豊見城市においては、市内児童生徒の通学時の安全の確保を目的に、平成２８年８月

に「豊見城市通学路交通安全プログラム」を策定し、交通安全の面で関係機関との連携

を図りながら通学路の安全確保に取り組んできた。

、 、しかし 他県において平成３０年に下校中の児童が殺害される痛ましい事件を受 け

政府は同年６月に「登下校防犯プラン」を示し、登下校時における児童生徒の

防犯対策について、教育委員会・学校、家庭、地域、警察等関係機関が連携して取

り組むことを求めている。

これらを踏まえ、従来の「交通安全」に加え 「防犯」の観点についても関係機、

関が連携を図り、本プログラムに基づき、市内児童生徒の通学路の安全確保に努め

ることとする。

２ 基本方針

、「 」「 」 、(1) 豊見城市内の通学路の安全を継続的に確保するため 交通安全 防犯 の観点で

。 、 「 」「 」関係機関と定期的に通学路の合同点検を実施する (以下 点検は 交通安全 防犯

の観点での実施とする。)

(2) 通学路の危険個所について対策実施後の効果把握を行い対策の改善・充実を図る。

(3) 本プログラムの推進と関係機関の連携を図るため「豊見城市通学路安全推進会議」

を設置する。

(4) 通学路安全推進会議の構成員は下記の通りとし、事務局を「学校教育課」に置く。

必要に応じて構成員は変更可能とする。

〈 通学路安全推進会議構成員 〉

・豊見城市教育委員会学校教育課（学校との調整）

・豊見城市道路課（市道の管理 県・国道管理者との連携）

・豊見城市協働のまち推進課（警察との連携）

・豊見城市農林水産課（農道の管理）

・豊見城市教育委員会学校施設課

・豊見城警察署交通課

・豊見城警察署生活安全課

・南部国道事務所交通対策課

・南部土木事務所維持管理班

・豊見城市保育こども園課

・各小中学校代表者

・その他 必要に応じ参加を要請する （例：子育て支援課、PTA代表者）。
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３ 具体的な取り組み方法

(1) 合同点検の実施時期等

① 各学校とＰＴＡ関係者、地域と連携し通学路安全点検を７月中旬までに行う。

（中学校においては、校区内小学校と連携し、危険個所を把握する ）。

② 各学校は点検結果を７月初旬までに教育委員会に報告し、教育委員会が結果をと

りまとめる。

③ 教育委員会は７月の通学路安全推進会議に危険個所を一覧にして報告し、それを

もとに通学路安全推進会議の構成員による合同点検をおこなう。

④ 合同点検実施要項に基づき合同点検を実施する。時期は毎年８月を基本とする。

(2) 合同点検の体制

①通学路安全推進会議の構成員を基本とする。

②必要に応じ、関係機関等にも参加を依頼する。

(3) 対策の検討

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所については箇所ごとに、構成員で

協議を行い、具体的な対策案を検討する。(歩道整備や防護策設置のようなハード対

策や交通規制、交通安全教育のようなソフト対策等、対策内容と対策部署の検討を行

う。)

(4) 対策の実施

① 対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう関係機関(構成員等)で連携を図

る。

② 対策の進捗状況に関しては、第２・３回通学路安全推進会議にて各担当課および

関係機関より報告する。

(5) 対策効果の把握

、 、合同点検結果に基づく対策実施後の個所等について 実際に効果が上がっているか

また児童生徒が安全になったと感じているか等を確認するため、学校等から意見を聴

取し、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図る。

(6) 対策一覧表の公表

点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために「対策一覧表」

及び「対策箇所図」等を作成し、市ホームページ等に公表する。

(7) その他

豊見城市通学路安全プログラムの内容の変更については豊見城市通学路安全推進会

議の協議で決めるものとする。
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４ 取り組みの流れ

各小中学校による通学路安全点検の実施（４月～７月初旬）
〇点検(調査)項目例
交通安全 ・道路状況（事故が多発しており、対策を講じる必要性はないか）

・標識・横断歩道(線が消えている。損傷している。運転手から認識できない等)

防 犯 ・草木の繁茂や空き家など、不審者が隠れやすい状況

・周辺に住宅がない、助けを求められない箇所

・下校時は灯がなく、事件・事故の危険性が高い

・登下校の時間に見守りの目が少ない、見守り体制の強化が必要

・子ども110番の家が周辺にあるか。

そ の 他 ・大雨時の冠水による影響はないか

〇通学路安全マップの作成

＊教育委員会へ危険個所の報告

危険個所の集約（７月中旬）
教育委員会で集約

第１回通学路安全推進会議（７月下旬）
前年度の対策状況報告

危険個所報告
合同点検場所や日時の設定

通学路合同点検の実施（８月）
○実施要項に基づき「交通安全 「防犯」の観点で危険個所について点検する」

○対策担当・対策案の決定

・施設等の整備が必要な箇所で、早期に実施が可能な場合については危険度や緊急度の高い箇

所を優先する。

・中長期的な対応が必要な箇所については、次年度予算の計上や地元交渉等、整備に向けた計

画を進め、対策の実施に向け取り組む。

・指導、監視、啓蒙面の対策としては、必要に応じて保護者や地域の見守りの依頼、学校側の

登下校指導を行う。また、警察等による交通安全教室や危険個所での街頭指導、取り締まり

を行う。

各部署・各機関の対策
(児童・生徒の安全指導等) (国道・県道・市道・農道の整備等)例） 教育委員会 道路管理者

（信号・横断歩道の設置等) (交通安全及び防犯について啓蒙等)警察 その他

第２・３回通学路安全推進会議
○第２回（10月頃 ： 合同点検の確認及び担当部署からの対策の想定）
○第３回（１･２月頃 ： 各担当より危険個所の対策状況の報告・確認）
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